
●平成２６年度　就学援助実施状況

35 10 7 11 20 26 14 0 1 8 10

高知県 高知市 人権・こども支援課 088-823-9468 ○ ○ ○ ○ ○ ○ https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/83/shugakuenjo.html

高知県 室戸市 学校保育課 088-22-5141 ○ ○

高知県 安芸市 教育委員会学校教育課 088-821-1021 ○ ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.aki.kochi.jp/life/list.php?hdnSKBN=C&hdnZoku=111600

高知県 南国市 学校教育課 088-880-6568 ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=2786

高知県 土佐市 学校教育課 088-852-7723 ○ ○ http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1784

高知県 須崎市 学校教育課 0889-42-5291 ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 宿毛市 学校教育課 0880-63-1102 ○ ○ ○

高知県 土佐清水市 教育委員会　学校教育課 0880-82-1116 ○ ○

高知県 四万十市 学校教育課 0880-３４－５４４５ ○ ○ ○ ○ ○ http://www.city.shimanto.lg.jp/topj.html

高知県 香南市 教育委員会　学校教育課 ０８８７－５７－７５２１ ○ ○ ○ http://www.city.kochi-konan.lg.jp/

高知県 香美市 教育振興課　学校教育班 0887-53-1081 ○ ○ ○ ○ http://www.city.kami.kochi.jp/

高知県 東洋町 教育委員会 0887-29-3037 ○ ○

高知県 奈半利町 奈半利町教育委員会 0887-38-8188 ○

高知県 田野町 教育委員会 0887-38-2511 ○ ○

高知県 安田町 教育委員会 0887-38-5711 ○ ○ ○

高知県 北川村 教育委員会 0887-32-1223 ○

高知県 馬路村 教育委員会 0887－44－2216 ○ ○

高知県 芸西村 教育委員会 ０８８７－３３－２４００ ○ ○

高知県 本山町 教育委員会 ０８８７－７６－３９１３ ○ ○ ○

高知県 大豊町 教育委員会事務局 0887-72-0458 ○ ○

高知県 土佐町 教育委員会 0887-82-0483 ○ ○

該当団体数

ウェブサイトＵＲＬ

１．就学援助制度の周知方法

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

キ．教職
員向け説
明会を実
施

ク．保護
者向け説
明会を実
施するよ
う各学校
へ指導

ケ．その
他

①都道府県 ②市町村名 ③部署名 ④TEL

ア．教育
委員会の
ホーム
ページに
制度を掲
載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学時
に学校で就
学援助制
度の書類を
配付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付
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ウェブサイトＵＲＬ

１．就学援助制度の周知方法

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

キ．教職
員向け説
明会を実
施

ク．保護
者向け説
明会を実
施するよ
う各学校
へ指導

ケ．その
他

①都道府県 ②市町村名 ③部署名 ④TEL

ア．教育
委員会の
ホーム
ページに
制度を掲
載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学時
に学校で就
学援助制
度の書類を
配付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

高知県 大川村 大川村教育委員会事務局 ０８８７－８４－２４４９ ○

高知県 いの町 学校教育課 088-893-1922 ○ ○ ○

高知県 仁淀川町 教育委員会 （０８８９）３５－００１９ ○ ○ ○ http://www.town.niyodogawa.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=994

高知県 中土佐町 教育委員会事務局 0889-57-2023 ○ ○ ○ http://www.town.nakatosa.lg.jp/kurashi/kyoiku/jyosei_syugakuenjo.html

高知県 佐川町 教育委員会事務局 0889-22-1110 ○ ○ ○ ○ http://www.town.sakawa.kochi.jp/

高知県 越知町 生涯学習課 0889-26-3511 ○

高知県 梼原町 教育委員会　学校教育係 0889-65-1350 ○ ○ ○

高知県 日高村 教育委員会 0889－24－5115 ○ ○

高知県 津野町 教育委員会学校教育課 0889-62-2258 ○ ○

高知県 四万十町 学校教育課 0880-22-2594 ○ ○ ○

高知県 大月町 教育委員会 0880-73-1118 ○

高知県 三原村 教育委員会 ０８８０－４６－２５５９ ○ ○ ○

高知県 黒潮町 教育委員会　学校教育係 （0880）55‐3190 ○ ○

高知県
日高村佐川町学校
組合 教育委員会 0889-20-1518 ○ ○

2 / 8 ページ



高知県 高知市

高知県 室戸市

高知県 安芸市

高知県 南国市

高知県 土佐市

高知県 須崎市

高知県 宿毛市

高知県 土佐清水市

高知県 四万十市

高知県 香南市

高知県 香美市

高知県 東洋町

高知県 奈半利町

高知県 田野町

高知県 安田町

高知県 北川村

高知県 馬路村

高知県 芸西村

高知県 本山町

高知県 大豊町

高知県 土佐町

該当団体数

①都道府県 ②市町村名

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ

課税所得
等の分類

基準額の
時期

22 24 22 14 17 20 12 7 18 17 10 7 14 13 20 6 0 0 9

○ ○ ○ ○

・教育長が必要と認めたもの
・特別支援教育就学奨励費の当該年度の保護基準額早見表を用い
ている。 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 289 教育長が特に認めるもの 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 293
特別の事情があるものについて、学校長又は民生委員の意見があ
るもの 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 301 20%未満

○ 1.3 課税所得 当該年度 266 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 230 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 当該年度 200 20%未満

○ ○
認定基準：住民税非課税若しくは均等割のみ（所得割非課税）を準
要保護として認定。 15%未満

○ ○ ○

・その他教育委員会が特に必要と認める者
・準要保護の認定に、「特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額早
見表」を利用。 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き
前） 前々年度 300 10%未満

○ 1 課税所得 前年度 280 20%未満

○ 1.3 課税所得 前年度 288 35%未満

○ 1.3 その他 当該年度 230 30%未満

○ 1.3 課税所得 前年度 233 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 300 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 前年度 216 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 280 20%未満

○ 1 課税所得 前々年度 222 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 301 15%未満

○ 1.5

給与収入
（税引き
前） 前年度 374 10%未満

市区町村
民税（均
等割）課
税最低限
度額に一
定の係数
を掛けた
もの

テ（その他）の場合の内容

平
成
2
5
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率

保護者が
職業安定
所登録日
雇労働者

P・T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

個人の事
業税の減
免

固定資産
税の減免

保護者の
職業が不
安定で，
生活状態
が悪いと
認められ
る者

目安額倍率 基準根拠学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自
由してい
る者等で
保護者の
生活状態
がきわめ
て悪いと
認められ
るもの

経済的理
由による
欠席日数
が多い者

生活福祉
資金によ
る貸付

その他生活保護
の基準額
に一定の
係数を掛
けたもの
（生活保
護の基準
額が変わ
ると自動
的に要件
が変わる
もの）

生活保護
の基準額
に一定の
係数を掛
けたもの
（生活保
護の基準
額を参照
して額を
定めてい
るもの）

市区町村
民税（所
得割）課
税最低限
度額に一
定の係数
を掛けた
もの

２．平成２６年度　準要保護の認定基準について

ソ又はタの基準（生活保護の基準額に一
定の係数を掛けたもの）を使用している場
合の，生活保護の基準額に掛ける倍率お
よび目安額

生活保護
法に基づ
く保護の
停止又は
廃止

市町村民
税の非課
税

市町村民
税の減免

国民年金
保険料の
免除

国民健康
保険法の
保険料の
減免また
は徴収の
猶予

児童扶養
手当の支
給
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①都道府県 ②市町村名

高知県 大川村

高知県 いの町

高知県 仁淀川町

高知県 中土佐町

高知県 佐川町

高知県 越知町

高知県 梼原町

高知県 日高村

高知県 津野町

高知県 四万十町

高知県 大月町

高知県 三原村

高知県 黒潮町

高知県
日高村佐川町学校
組合

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ

課税所得
等の分類

基準額の
時期

市区町村
民税（均
等割）課
税最低限
度額に一
定の係数
を掛けた
もの

テ（その他）の場合の内容

平
成
2
5
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率

保護者が
職業安定
所登録日
雇労働者

P・T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

個人の事
業税の減
免

固定資産
税の減免

保護者の
職業が不
安定で，
生活状態
が悪いと
認められ
る者

目安額倍率 基準根拠学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自
由してい
る者等で
保護者の
生活状態
がきわめ
て悪いと
認められ
るもの

経済的理
由による
欠席日数
が多い者

生活福祉
資金によ
る貸付

その他生活保護
の基準額
に一定の
係数を掛
けたもの
（生活保
護の基準
額が変わ
ると自動
的に要件
が変わる
もの）

生活保護
の基準額
に一定の
係数を掛
けたもの
（生活保
護の基準
額を参照
して額を
定めてい
るもの）

市区町村
民税（所
得割）課
税最低限
度額に一
定の係数
を掛けた
もの

２．平成２６年度　準要保護の認定基準について

ソ又はタの基準（生活保護の基準額に一
定の係数を掛けたもの）を使用している場
合の，生活保護の基準額に掛ける倍率お
よび目安額

生活保護
法に基づ
く保護の
停止又は
廃止

市町村民
税の非課
税

市町村民
税の減免

国民年金
保険料の
免除

国民健康
保険法の
保険料の
減免また
は徴収の
猶予

児童扶養
手当の支
給

○
特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等早
見表 5%未満

○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 300 地方税法第295条第1項に基づく町民税の非課税 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 231.7 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 286 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前々年度 302 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 231 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 250 15%未満

○ ○ ○ 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 当該年度 294 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前々年度 264 就学援助を必要とする者で、教育委員会が承認した者 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ 10%未満

○ ○ 1 課税所得 その他 199
災害を受けたために学用品費等の経費負担が因難と認められる
者。 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満
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高知県 高知市

高知県 室戸市

高知県 安芸市

高知県 南国市

高知県 土佐市

高知県 須崎市

高知県 宿毛市

高知県 土佐清水市

高知県 四万十市

高知県 香南市

高知県 香美市

高知県 東洋町

高知県 奈半利町

高知県 田野町

高知県 安田町

高知県 北川村

高知県 馬路村

高知県 芸西村

高知県 本山町

高知県 大豊町

高知県 土佐町

該当団体数

①都道府県 ②市町村名

３．平成２６年度における生活扶助基準の見直しに伴う影響への対応

3 1 13 0 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○

○

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

その他検討中 エ．福祉
担当部局
等と連携
した取組

オ．福祉
担当部局
と連携し
た学習支
援などの
貧困対策
事業の実
施

生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
る」

生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
ない」

カ．就学
援助以外
の義務教
育段階の
保護者の
教育費負
担軽減事
業

キ．子供
医療費助
成制度

ク．対象
者への手
厚い支援

ケ．その
他

オ．その
他

ア．ス
クール
ソーシャ
ルワー
カー（以
下「ＳＳ
Ｗ」の活
用

イ．ＳＳＷ
以外の外
部人材

ウ．貧困
対策に関
する資質
向上のた
めの教職
員研修

維持 上げた 影響なし

問Ａ－１　係数を見直したか 問Ａ－２ 問Ａ－３　問Ａ－２で対応している場合，どのような対
応を行っているか（複数回答）

問Ａ－４　問Ａ－２で対応を行っていない場合，経済的に困窮している児童生徒に対しての就学
援助制度以外の取組（複数回答）

問Ａ　生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（生活保護の基準額が変わると自動的に要件が変わるもの）

ア．他の
認定基準
に該当す
るかを確
認

イ．学校
や教育委
員会で家
計等の状
況を個別
判断

ウ．25年
度に対象
であった
世帯等に
ついて
は，25年8
月以前の
基準を踏
まえて認
定

エ．特別
な事情の
ある世帯
について
は，別の
生活保護
基準額に
一定の係
数を掛け
た基準額
を用いて
認定
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①都道府県 ②市町村名

高知県 大川村

高知県 いの町

高知県 仁淀川町

高知県 中土佐町

高知県 佐川町

高知県 越知町

高知県 梼原町

高知県 日高村

高知県 津野町

高知県 四万十町

高知県 大月町

高知県 三原村

高知県 黒潮町

高知県
日高村佐川町学校
組合

３．平成２６年度における生活扶助基準の見直しに伴う影響への対応

その他検討中 エ．福祉
担当部局
等と連携
した取組

オ．福祉
担当部局
と連携し
た学習支
援などの
貧困対策
事業の実
施

生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
る」

生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
ない」

カ．就学
援助以外
の義務教
育段階の
保護者の
教育費負
担軽減事
業

キ．子供
医療費助
成制度

ク．対象
者への手
厚い支援

ケ．その
他

オ．その
他

ア．ス
クール
ソーシャ
ルワー
カー（以
下「ＳＳ
Ｗ」の活
用

イ．ＳＳＷ
以外の外
部人材

ウ．貧困
対策に関
する資質
向上のた
めの教職
員研修

維持 上げた 影響なし

問Ａ－１　係数を見直したか 問Ａ－２ 問Ａ－３　問Ａ－２で対応している場合，どのような対
応を行っているか（複数回答）

問Ａ－４　問Ａ－２で対応を行っていない場合，経済的に困窮している児童生徒に対しての就学
援助制度以外の取組（複数回答）

問Ａ　生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（生活保護の基準額が変わると自動的に要件が変わるもの）

ア．他の
認定基準
に該当す
るかを確
認

イ．学校
や教育委
員会で家
計等の状
況を個別
判断

ウ．25年
度に対象
であった
世帯等に
ついて
は，25年8
月以前の
基準を踏
まえて認
定

エ．特別
な事情の
ある世帯
について
は，別の
生活保護
基準額に
一定の係
数を掛け
た基準額
を用いて
認定

○

○

○

○

○ ○ ○

○
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高知県 高知市

高知県 室戸市

高知県 安芸市

高知県 南国市

高知県 土佐市

高知県 須崎市

高知県 宿毛市

高知県 土佐清水市

高知県 四万十市

高知県 香南市

高知県 香美市

高知県 東洋町

高知県 奈半利町

高知県 田野町

高知県 安田町

高知県 北川村

高知県 馬路村

高知県 芸西村

高知県 本山町

高知県 大豊町

高知県 土佐町

該当団体数

①都道府県 ②市町村名

0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基準額の時期を変更。

基準額の時期を変更

基準額の時期を変更

○

○

○

ケ．その
他

イ．ＳＳＷ
以外の外
部人材

ウ．貧困
対策に関
する資質
向上のた
めの教職
員研修

エ．福祉
担当部局
等と連携
した取組

オ．福祉
担当部局
と連携し
た学習支
援などの
貧困対策
事業の実
施

カ．就学
援助以外
の義務教
育段階の
保護者の
教育費負
担軽減事
業

キ．子供
医療費助
成制度

オ．その
他

ア．ス
クール
ソーシャ
ルワー
カー（以
下「ＳＳ
Ｗ」の活
用

その他 生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
る」

ウ．25年
度に対象
であった
世帯等に
ついて
は，25年8
月以前の
基準を踏
まえて認
定

エ．特別
な事情の
ある世帯
について
は，別の
生活保護
基準額に
一定の係
数を掛け
た基準額
を用いて
認定

ク．対象
者への手
厚い支援

検討中 生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
ない」

ア．他の
認定基準
に該当す
るかを確
認

イ．学校
や教育委
員会で家
計等の状
況を個別
判断

下げてい
ない

下げた 影響なし

問Ｃ　補足事項等
問B－４　問Ｂ－２で対応を行っていない場合，経済的に困窮している児童生徒に対しての就学
援助制度以外の取組（複数回答）

問Ｂ－１　認定基準額を下げたか 問B－２ 問B－３　問Ｂ－２で対応している場合，どのような対
応を行っているか（複数回答）

問Ｂ　生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（生活保護の基準額を参照して額を定めているもの）
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①都道府県 ②市町村名

高知県 大川村

高知県 いの町

高知県 仁淀川町

高知県 中土佐町

高知県 佐川町

高知県 越知町

高知県 梼原町

高知県 日高村

高知県 津野町

高知県 四万十町

高知県 大月町

高知県 三原村

高知県 黒潮町

高知県
日高村佐川町学校
組合

ケ．その
他

イ．ＳＳＷ
以外の外
部人材

ウ．貧困
対策に関
する資質
向上のた
めの教職
員研修

エ．福祉
担当部局
等と連携
した取組

オ．福祉
担当部局
と連携し
た学習支
援などの
貧困対策
事業の実
施

カ．就学
援助以外
の義務教
育段階の
保護者の
教育費負
担軽減事
業

キ．子供
医療費助
成制度

オ．その
他

ア．ス
クール
ソーシャ
ルワー
カー（以
下「ＳＳ
Ｗ」の活
用

その他 生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
る」

ウ．25年
度に対象
であった
世帯等に
ついて
は，25年8
月以前の
基準を踏
まえて認
定

エ．特別
な事情の
ある世帯
について
は，別の
生活保護
基準額に
一定の係
数を掛け
た基準額
を用いて
認定

ク．対象
者への手
厚い支援

検討中 生活扶助
基準の見
直しに伴
う影響が
出ないよ
う「対応を
行ってい
ない」

ア．他の
認定基準
に該当す
るかを確
認

イ．学校
や教育委
員会で家
計等の状
況を個別
判断

下げてい
ない

下げた 影響なし

問Ｃ　補足事項等
問B－４　問Ｂ－２で対応を行っていない場合，経済的に困窮している児童生徒に対しての就学
援助制度以外の取組（複数回答）

問Ｂ－１　認定基準額を下げたか 問B－２ 問B－３　問Ｂ－２で対応している場合，どのような対
応を行っているか（複数回答）

問Ｂ　生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（生活保護の基準額を参照して額を定めているもの）

○
Ｈ２５年度の認定は当初認定のままで途中で変更していない。
Ｈ２６年度の認定より、生活保護基準の係数見直しを行った。
（Ｈ２５：生活保護基準×０．８倍　→　Ｈ２６：生活保護基準×１．０
倍）

○

○
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